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大崎市議会会議規則の一部を改正する規則

上記議案を別紙のとおり，大崎市議会会議規則第 14条第 1項の規定により
提出いたします。
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大崎市議会会議規則の一部を改正する規則

大崎市議会会議規則（平成１８年大崎市議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第１５８条第１項中「法第１００条第１２項」を「法第１００条第１３項」

に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。



●大崎市議会会議規則の一部を改正する規則 新旧対照表

改正案 現 行

（議員の派遣）

第 158条 法第 100条第 13項の規定により
議員を派遣しようとするときは，議会の議

決でこれを決定する。ただし，緊急を要す

る場合は，議長において議員の派遣を決定

することができる。

２ 略

（議員の派遣）

第 158条 法第 100条第 12項の規定により
議員を派遣しようとするときは，議会の議

決でこれを決定する。ただし，緊急を要す

る場合は，議長において議員の派遣を決定

することができる。

２ 略


